
発議第３１号 

 

高潮災害防止にかかる補助金の増額を求める意見書の提出について 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

令和３年１２月１３日 

 

 

提 出 者 

市議会議員  つかこしたかのり 

                    〃    清 水 みな子 

                    〃    増 田 好 秀 

                    〃    中 町 け い 

                    〃    大久保 たかし 

                    〃    小 泉 文 人 

                    〃    西 村   敦 

                    〃    中 山 幸 紀 

                    〃    松 永 修 巳 

                    〃    松 井   努 

   〃    竹 内 清 海 

   



  



高潮災害防止にかかる補助金の増額を求める意見書 

 

 日本列島は近年、台風やゲリラ豪雨の影響で、各地に甚大な被害をもたらし、

内水・浸水・土石流の被害が多発し、残念なことに多くの死傷者が発生してい

る。 

 本市でも道路冠水による通行不能などの被害が市内各所で発生し、住宅、事

務所、車両への浸水によって、市民（個人・法人）にも多大な影響をもたらし

ている。 

 本市塩浜地区は、市の産業基盤を成す工業地域であり、市の安定した税収と

全国的な物流の中心地として、市内外に重要な役割を果たしているが、台風や

ゲリラ豪雨など、集中的な大雨による浸水被害が多く確認されている。 

 このような状況を踏まえ、浸水被害地域や今後の浸水被害が懸念される地域

の再点検を行い、被害を減らすための整備を進める必要がある。 

 よって、本市議会は政府及び千葉県に対し、高潮災害防止にかかる補助金の

増額を行うよう強く求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

関係行政庁に対し、高潮災害防止にかかる補助金の増額を求める意見書を

提出するため提案するものである。  



発議第３２号 

 

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡

り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた

責任を問う決議について 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

  令和３年１２月１３日 

 

 

              提 出 者 

                   市議会議員  長 友 正 徳 

                     〃    佐 直 友 樹 

                     〃    増 田 好 秀 

                     〃    石 原 よしのり 

                     〃    秋 本 のり子 

〃    越 川 雅 史 

 

  



  



村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、

市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を

問う決議 

 

 ２０１９年において、本市政を著しく混乱させたいわゆる「テスラ騒動」に

ついては、以下の経緯・経過が認められる。 

・村越市長は、１台当たり、車両価格約１，１００万円、８年間のリース総額

約１，５００万円に及ぶテスラ車導入に当たって、市民に対しても本市議会

に対しても一切説明することなく平成３１年度当初予算案に計上した 

・また、財政部は、平成３１年２月定例会総務常任委員会において、平成３１

年度当初予算案に計上された「公用車等賃借料」の内訳に「電気自動車は含

まれているのか」との質疑に対し、「電気自動車は含まれていない」と、事

実と異なる答弁をした 

・そして、村越市長は、市民に対しても本市議会に対しても一切説明すること

なく、言うなればだまし討ちのような形で１台目となるモデルＸの入札を実

施した 

・この事態を重く見た本市議会が、令和元年６月定例会において「米テスラ社

製電気自動車（モデルＳ・モデルＸ）の市長・副市長公用車への導入見直し

を求める決議」を２１対２０の賛成多数で可決し、過半数の議員が導入に異

議を唱えていることを明示したにもかかわらず、村越市長はこれを無視する

形で導入に踏み切った 

・その後市民からの批判が強まると、村越市長は２０１９年７月１７日に記者

会見を開き、「２台目の導入はペンディングとする」「従来の国産車のリー

ス契約との差額を市長の給与で負担する」「市民ともシェアする」「さまざ

まな機会で市民にも乗っていただく」などと方針転換を図り、この方針に基

づき同９月定例会に議案第１７号として「市長の給与の特例に関する条例の

制定について」を提出し、事態の打開を試みたものの、当該条例案が「市民

に到底受け入れられない」提案であることを認識すると、村越市長は三たび



方針を転換して、「１台目の契約解除」を表明するとともに、９月４日には

一度議会に提出した当該条例案を撤回した 

・なお、さきに述べた事実と異なる答弁について、村越市長はその後９月定例

会本会議にて指摘を受けるまで約半年間訂正も釈明もしていないばかりか、

「市民に致命的なご迷惑をおかけするのでなければ、間違いをお認めすれば

よい」「大きな問題ではない」旨発言するなど開き直った態度を示しており、

いまだに謝罪していない 

・また、同年１１月１８日になってようやく公用車としてのテスラ車のリース

契約解除は実現したものの、「市民とシェアする」「さまざまな機会で市民

にも乗っていただく」といった市民との約束については、いずれも果たされ

ていないままであり、説明もない 

・そして、２０２１年１１月に至ってもなお、「テスラ導入に意義はあった」

「政策的に正しい判断だった」とする自らの主張を繰り返すのみであり、「テ

スラ騒動」に関する責任の取り方を示していないどころか、自らの責任をも

否定した上で、責任を他者になすりつける言動を繰り返している 

 

議会制民主主義及び憲法が保障する住民自治の観点からも、市民及び市議会

に対する説明責任の観点からも、本市議会は、この経緯・経過はどれ１つ取っ

ても看過できないものであり、市政を混乱させたばかりか、市政に対する市民

の信頼を失墜させ、本市ブランドとシビックプライドを大きく傷つけた村越市

長の責任は厳しく問われるべきである。 

よって本市議会は、村越祐民市長に対し、一定期間の給与を減額するなど、

「テスラ騒動」について自らの責任の取り方を示すよう強く要請する。 

以上、決議する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政

を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問うため本決

議を提案するものである。  



  



発議第３３号 

 

   村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理解するとと

もに、国民を差別する発言を慎むよう求める決議について 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

  令和３年１２月１３日 

 

 

              提 出 者 

                   市議会議員  金 子 貞 作 

                     〃    清 水 みな子 

                     〃    廣 田 德 子 

                     〃    髙 坂   進 

 

  



  



村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理解するととも

に、国民を差別する発言を慎むよう求める決議 

 

 令和３年１２月２日、市川市議会１２月定例会における会派「緑風会第２」

の代表質問に対する答弁に際して村越祐民市長は、生活保護を巡り「議員の身

内が生活保護受給者になるということは政治的に、あるいは道義的に不適当じ

ゃないかというふうに私は考えます」と発言した。 

 村越市長のこの発言は、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限

り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定した（第

二条）生活保護法の精神を踏みにじるものであり、本市議会としては到底容認

することはできない。 

 また、村越市長の無差別平等を認めない姿勢は、「すべて国民は、法の下に

平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済

的又は社会的関係において、差別されない」と規定する日本国憲法第十四条に

反するほか、生活保護受給者を身内に持つ者が議員という職業に就くことを徒

に妨げる点において、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び

職業選択の自由を有する」と規定する日本国憲法第二十二条にも反するもので

あることは言うまでもない。 

 加えて、法律の定める要件を満たしているにかかわらず、身内から議員にな

る者が出た場合に生活保護の受給が制限されるという村越市長の考え方は、「す

べて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する

日本国憲法第二十五条にも反するものであり、やはり、本市議会としては看過

することはできない。 

 さらに言えば、村越市長のこの日本国憲法の複数の条項に対する挑戦的な発

言は、市長を含む公務員が「日本国憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」ことを

定めた日本国憲法第九十九条にも抵触するものであり、これだけでも不信任に

相当する許されざる発言と非難せざるを得ない。 

 よって、本市議会を村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理



解するとともに、国民を差別する発言を慎むよう要請するものである。 

 以上、決議する。 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 村越祐民市長に対し、日本国憲法及び諸法律を正しく理解するとともに、国

民を差別する発言を慎むよう求めるため本決議を提案するものである。 



  



発議第３４号 

 

   村越祐民市長に対し、市長室に設置したガラス張りシャワー室の設

置・移設・原状回復費用相当額を市長給与から減額する条例を提出

するよう求める決議について 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

  令和３年１２月１３日 

 

 

              提 出 者 

                   市議会議員  長 友 正 徳 

                     〃    佐 直 友 樹 

                     〃    増 田 好 秀 

                     〃    石 原 よしのり 

                     〃    秋 本 のり子 

〃    越 川 雅 史 

 

 

  



  



村越祐民市長に対し、市長室に設置したガラス張りシャワー室の設置・

移設・原状回復費用相当額を市長給与から減額する条例を提出するよ

う求める決議 

 

 令和３年２月２６日の市川市議会２月定例会代表質問で、市川市第１庁舎市

長室にガラス張りシャワー室が設置されていることがわかった。このシャワー

室は、昨年８月の第１庁舎一部供用開始の前に行われた庁舎内覧会の際には設

置されていなかったものである。また、市側が当初主張したシャワー室の設置

目的である危機管理での必要性については、同庁舎５階に設置されている３基

のシャワー室で十分に対応ができると判断ができる。 

 ところで、このシャワー室は令和３年９月には少年自然の家に移設されたが、

この移設工事についても、市民も市議会も事前に説明されていなかった。 

 なお、シャワー室の設置・移設と市長室の原状回復に要した費用の原資はす

べて税金であるが、本市議会としてこのような税金の遣い方は到底受け入れる

ことはできない。 

 よって、追加工事で設置されたシャワー室の設置・撤去に関わる費用分を市

長報酬から減額する条例を速やかに提出することを要請する。加えて、村越祐

民市長に猛省を求めるものである。 

以上、決議する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

村越祐民市長に対し、市長室に設置したガラス張りシャワー室の設置・移設・

原状回復費用相当額を市長給与から減額する条例を提出するよう求めるため 

本決議を提案するものである。  



発議第３５号 

 

   ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行うよう求める意見書に

ついて 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

  令和３年１２月１３日 

 

 

              提 出 者 

                   市議会議員  やなぎ 美智子 

                     〃    金 子 貞 作 

                     〃    清 水 みな子 

                     〃    廣 田 德 子 

                     〃    髙 坂   進 

 

  



  



ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行うよう求める意見書 

 

 スイスのシンクタンク「世界経済フォーラム」が本年３月に発表した男女平

等の達成率を示すジェンダーギャップ指数のランキングによると、日本は先進

国でありながら１５６か国中１２０位となっている。 

 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」が１９７９年に国

連総会で採択され、日本は１９８５年に批准し、既に３６年が経過している。

なぜこれほどまでに男女平等への取組みが遅れたのか検証が求められている。 

 世界では、男女差別をなくすための法整備や社会条件づくり、意識改革など

の努力が積み重ねられてきた。しかし、我が国では「女性活躍社会」を掲げて

いても、職場での男女格差などの改善にはつながらなかった。厚生労働省の「令

和２年賃金構造基本統計調査」によると、女性の賃金は正社員でも男性の７割

程度となっている。また、国税庁の「令和２年分民間給与実態統計調査」によ

ると、非正規を含む平均給与は男性が５３２万円、女性が２９３万円となって

おり、それぞれが４０年間勤務したとすると、生涯賃金では１億円近くの賃金

格差が生ずることになる。我が国が男女平等と女性の地位向上のための法整備

や施策の具体化に取り組んできたとは言いがたいのが現実である。 

男女平等が実現しない背景には、政権を担う人々に残っている戦前の男尊女卑

や、個人の尊厳の否定を当然視する思想が根底にある。男女差別の解消どころ

かこの条約に背を向けるような発言が相次ぐのはそのあらわれである。しかし、

これからは今の時代にふさわしいジェンダー平等の視点を持つことが必要であ

る。 

 日本社会は今、ジェンダー平等を求める機運が劇的に高まっている。女性が

安心して働き続けられる労働条件や職場環境を整備し、男女ともに働きながら

子育てできる社会条件をつくることが求められる。同時に、選択的夫婦別姓制

度の導入や女性への性暴力の根絶などによって女性の人権と尊厳を守る取組み

を進め、性別にかかわらず誰もが自分らしく生きられる社会の実現が求められ

ている。 



 よって、本市議会は国に対し、ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行

うよう強く求めるものである。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 関係行政庁に対し、ジェンダー平等の視点から必要な法整備を行うよう求め

る意見書を提出するため提案するものである。 



  



発議第３６号 

 

村越市長に対し、２０１９年１２月１０日市議会一般質問での「義務

教育を受けていれば──」という発言の取り消し、及び、その後の議

会での議員の質問にまともに答えないことに対し、市民に謝罪するこ

とを求める決議について 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

  令和３年１２月１３日 

 

 

              提 出 者 

                   市議会議員  やなぎ 美智子 

                     〃    金 子 貞 作 

                     〃    清 水 みな子 

                     〃    廣 田 德 子 

                     〃    髙 坂   進 

 

 

 

 

 

  



  



村越市長に対し、２０１９年１２月１０日市議会一般質問での「義務

教育を受けていれば──」という発言の取り消し、及び、その後の議

会での議員の質問にまともに答えないことに対し、市民に謝罪するこ

とを求める決議 

 

 ２０１９年１２月１０日、日本共産党の髙坂進議員の一般質問で、追加工事

案が否決された場合について、東京新聞記事での市長の発言とされる「否決さ

れれば私にも考えがある」との真意と政治姿勢について質問をした。これに対

して、「義務教育を受けた人ならばあなたのような理解はしない」との趣旨の

答弁が２回にわたりなされた。 

 私たちの社会には、様々な理由により、義務教育を卒業できなかった方々が

いる。無戸籍で義務教育を受けられなかった方、いじめで不登校となり修了で

きなかった方なども含め多くの方々が悩んでいる。そして、懸命になって夜間

中学で現在学んでいる方々の問題も議会でも明らかになっている。 

 「義務教育を受けた人なら、そのような理解はしない」という発言は、この

ように悩みながら懸命に生きている方々を差別、侮辱するものである。さらに、

東京新聞のこの記事を読んで議会の解散のことだと理解した人はたくさんいた

と思われる。このような方々に対しても、「義務教育程度の学力もない」とし、

差別、侮辱するもの以外の何物でもない。 

 また、二元代表制となっている地方自治体の議会で議員の質問に真摯に答え

ないという態度は市民の意思を無視すること以外の何物でもない。 

このような発言が市民注視下での市議会で市長より行われたことは到底見

逃すことはできない。市長はこの発言を取り消すとともに、市民に対して心か

ら謝罪を行うよう求めるものである。 

以上、決議する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

村越市長に対し、２０１９年１２月１０日市議会一般質問での「義務教育を受

けていれば──」という発言の取り消し、及び、その後の議会での議員の質問に

まともに答えないことに対し、市民に謝罪することを求めるため本決議を提案

するものである。  



発議第３７号 

 

   村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマート

ごみ箱に収集し発電する事業を中止することを求める決議について 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

  令和３年１２月１３日 

 

 

              提 出 者 

                   市議会議員  やなぎ 美智子 

                     〃    金 子 貞 作 

                     〃    清 水 みな子 

                     〃    廣 田 德 子 

                     〃    髙 坂   進 

 

 





村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートご

み箱に収集し発電する事業を中止することを求める決議 

 

村越市長は２０１９年度（平成３１年度）の予算においてスマートごみ箱開

発委託料３００万円を計上された。また、２０２１年度（令和３年度）の予算

においては、スマートごみ箱関連予算として約６００万円が計上されている。 

現在は、燃やすごみの収集回数が３回だが、当時燃やすごみの収集回数が２

回だった。３回に戻してほしいとの市民からの要望を伝えると、村越市長は、

生ごみについては、「週３回ではなく、３６５日、２４時間出せるようになれ

ば市民の利便性も高くなる」として、全国初の取り組みをスタートさせた。 

製作されたスマートごみ箱は、炎天下での入り口を開くためのＱＲコードの

読み取りや蓋の開閉に不具合があり改良が施されたスマートごみ箱が届いてい

る。 

生ごみ専用スマートごみ箱の導入に向け職員による試験運用を行った。職員

による試験で、１週間６０キロのごみに不純物がないかの調査のみ。 

令和２年度の予算では、委託料など計上されているが、補正で減額している。

まだ何も進んでいないと理解している。市川南仮設庁舎からクリーンセンター

に運び１０台壁を向いて一列に並んでいるが、試験運用の期間は令和２～４年

の３年間ということである。 

本格運用では、市内３００か所（公園や公共施設）に、全市民が歩いて２分

の所に設置されるとのことである。この数はごみ集積所数約２万２，８００か

所（２０１８年（平成３０年）８月現在）に比べると圧倒的に少なく、とても

市民がそんな遠くまで生ごみを出しに行くとは考えられない。このように本件

事業は実効性がないことから中止するべきである。 

なお、スマートごみ箱に排出された生ごみは、情報通信技術を活用して回収

され、市川市外でメタン発酵ガス発電により資源化されるとのことである。メ

タン発酵ガス発電については、すでに多くの自治体で本格運用が行われている。

これらの自治体においては、生ごみの分別回収が行われている。市川市が生ご



みのメタン発酵ガス発電による資源化を目指すのであれば、実効性のないスマ

ートごみ箱によるのではなく、生ごみの分別回収によるべきである。生ごみの

メタン発酵ガス発電による資源化が普及すれば、焼却灰が削減されることから、

最終処分場を持たない市川市にとっては好都合である。 

よって、本市議会は、村越祐民市長に対し、スマートごみ箱は実効性がない

ことから、本件事業を中止することを求める。 

以上、決議する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 村越祐民市長に対し、情報通信技術を活用し生ごみだけをスマートごみ箱に

収集し発電する事業を中止することを求めるため本決議を提案するものである。 





発議第３８号 

 

自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役２年、執行猶予４年

の判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、

これに関連して副市長２名を含む多くの本市職員が千葉県警から事

情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対

し、説明責任を果たすよう求める決議について 

 

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第１４条第１項の規定により

提出いたします。 

 

令和３年１２月１３日 

 

 

提 出 者 

市議会議員  長 友 正 徳 

                     〃    佐 直 友 樹 

                     〃    増 田 好 秀 

                     〃    石 原 よしのり 

                     〃    秋 本 のり子 

〃    越 川 雅 史 

  



  



自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役２年、執行猶予４年の

判決が言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、こ

れに関連して副市長２名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴

取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説

明責任を果たすよう求める決議 

 

令和３年５月２４日、村越市長の私設秘書とされる人物が「法務局にうその

書類を提出した」などとして、千葉県警に電磁的公正証書原本不実記録・同供

用容疑で逮捕された。これに関連し、副市長２人を含む数多くの職員が連日事

情聴取を受け、予定していた部長会の日程が変更となるなど、市政に著しい悪

影響が生じている事実が認められる。 

常識的に考えれば、一民間人が法務局に虚偽の申請をした事案につき、捜査

員が市役所を訪れ、副市長２人を含む多くの職員に対し、連日事情聴取を行う

ことは極めて異例のことであると思われる。 

この点、６月２日付朝日新聞朝刊によると、当該人物は、「市役所の業務に

口を出すようになり、時には『遅い！』『なんでやってないんだ』などと職員

を怒鳴りつけることもあった」とのことであり、「そうした言動が容認されて

いたこともあり、ある元市幹部は『逆らうと何をされるかわからないので、抵

抗することもできなかった』と振り返る」と報じていることから、当該人物が

本当に市役所の業務に口を出していたのかどうか、村越市長が当該人物による

そうした行動を本当に容認していたのかどうかといった点につき、村越市長に

はコンプライアンスの観点から説明責任が求められることは言うまでもない。 

ところが村越市長は、当該人物の言動を「あくまでも私人の活動」であると

し、１０月１日に当該人物に対し懲役２年、執行猶予４年の判決が言い渡され

てから約２か月を迎えるにもかかわらず、公的な場での説明を避け続けている。 

念のため申し添えておくが、本市議会は、本件（刑事）事件の詳細な説明を

求めている訳ではない。 

本市議会の関心は、もっぱら本市のコンプライアンスの実情にあり、また、



村越市長のコンプライアンスに関する理解と当該人物の市政への関与の有無に

あり、これらは当該人物の有罪が確定している現実に鑑みれば、村越市長が過

去の実態を検証した上で、その結果を市民に対して説明すべきものであると考

える。 

よって本市議会は、自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役２年、執

行猶予４年の判決が言い渡されたほか、後援会事務所が家宅捜索を受け、これ

に関連して副市長２名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けた

ことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう

求めるものである。 

以上、決議する。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

自身の私設秘書とされる人物が逮捕され、懲役２年、執行猶予４年の判決が

言い渡されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副

市長２名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説

明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求めるため本

決議を提案するものである。 
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